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和歌山市
会　場

10月27日（土）
和歌山市役所14階

大会議室
（和歌山市七番丁23番地）

地域の自主防災組織、企業等の各種団体で、防災の中心的な担い手となる「地域防災リーダー」
を育成するため、防災に関する知識、技術を学ぶ講座を開設します。
自主防災組織で活動されている方、企業などで防災に携わる方、これから地域で活動をしたいと
考えている方など、ぜひご応募ください。

講座修了者には、防災士資格取得試験の受験資格が付与されます。
防災士資格取得試験は、以下の日程で実施されます。

平成30年7月17日（火）～平成30年7月31日（火）
（応募者多数の場合は先着順となります。早めの申し込みをお願いします）
和歌山県内に在住、在勤、在学の16歳以上で全講座出席可能な方
※欠席があった場合は、修了となりませんのでご注意ください。
無料（ただし、防災士の資格取得を行う場合の費用は別途必要になります）
資格を取得される方は町の補助金制度をご利用ください。
和歌山市会場　60名程度
田辺市会場　　30名程度
※応募者多数の場合は、申し込み先着順とさせていただきます。
申し込み者宛に通知いたします。
役場総務政策課　☎63・2051
〒640－8585 和歌山市小松原通1－1
和歌山県 総務部 危機管理局 防災企画課 企画班
☎ 073・441・2271　　FAX 073・422・7652
E-mail  e0114001@pref.wakayama.lg.jp

募集期間

対 象 者

受 講 料

募集人員

受講決定
お問い合わせ先
お申し込み先

開催日時・場所　※天候等により、急遽中止する場合もございますので、予めご了承ください。

会　場 開催場所 開催日 講座数 備　考

和歌山市
会　場

田辺市
会　場

９月 ２日（日）
９月30日（日）

10月14日（日）
10月28日（日）
11月11日（日）
12月 ２日（日）

田辺市役所本庁舎別館３階
大会議室

　（田辺市新屋敷町１番地）

和歌山市役所14階
大会議室

（和歌山市七番丁23番地）

会　場 開催場所 開催日

田辺市
会　場

12月16日（日）
田辺市役所本庁舎別館３階

大会議室
　（田辺市新屋敷町１番地）

60分の講座を
各日３～６講座、

３日間実施
11月11日の講
座のみ、田辺市
教育研究所３階

（田辺市中屋敷
町24番地の1）
で実施
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却
せ
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に
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め
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農
林
漁
業
を
営
む
た
め
の
や
む
を

得
な
い
焼
却
な
ど
は
、法
律
で
例
外

的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、焼
却

量
や
時
間
帯
、風
向
き
な
ど
を
考
慮

し
ま
し
ょ
う
。

　父母の離婚、死亡などによって父または母
と生計を同じくしていない子どもや、父また
は母に一定の障害がある家庭の子どもを育て
ている方に、子どもが18歳に達する日以後
の最初の3月31日（一定の障害がある場合は
20歳未満）まで支給される手当です。
　申請を受け付けた翌月分から手当の対象
になります。

　20歳未満で身体や知的または精神に中程
度以上の障害もしくは長期にわたる安静を
必要とする病状にある児童を監護している
父もしくは母、または父母に代わって児童
を養育している方に支給されます。
　申請を受け付けた翌月分から手当の対象
になります。

支給の時期　年３回（4か月分ずつ支給）
● ４月 （ 12月～ ３月分）
● ８月 （ ４月～ ７月分）
● 12月 （ ８月～11月分）

支給の時期　年３回（4か月分ずつ支給）
● ４月 （ 12月～ ３月分）
● ８月 （ ４月～ ７月分）
● 12月 （ ８月～11月分）

児童扶養手当 特別児童扶養手当

月　　額児童数
児童扶養手当

月　　額

51,700円

34,430円

手当の額（平成30年4月～）手当の額（平成30年4月～）

級

１級

２級

特別児童扶養手当
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給

42,500円
42,490円～10,030円

10,040円
10,030円～5,020円

6,020円
6,010円～3,010円

子1人

第2子加算

第3子以降加算
（1人につき）

　

児
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扶
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当
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扶
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期
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８
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く
な
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
の
お
知
ら
せ

住民福祉課
お知らせ

お問い合わせは、
（☎63・3800）まで。


